
信州大学男女共同参画宣言 

 
                     平成 23 年 12 月 21 日 
                     国立大学法人信州大学 
                            学長  山沢 清人 
 
 国立大学法人信州大学は、男女共同参画社会の実現に努め、これを自らの社会的責務とする

ことを宣言します。 
 国際人権規約 A 規約（経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約）第 3 条は、「この

規約の締約国は、この規約に定めるすべての経済的、社会的及び文化的権利の享有について男

女に同等の権利を確保することを約束する」と定めています。また、日本国憲法第 14 条（法

の下の平等）を実現するために、男女共同参画社会基本法前文は、「少子高齢化の進展、国内経

済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにそ

の人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮す

ることができる男女共同参画社会の実現」が「二十一世紀のわが国社会を決定する最重要課題

と位置付け」、諸施策を講ずることを義務づけています。 
他方、わが国では現在も、男性優位社会の弊は依然として強く存在し、いたる所で散見され

ます。「知の森」づくりをめざす学問の府であり自由平等な研究活動を目指す信州大学において

も、この弊の存在は、ひとり例外ではありません。女性教職員は、職業生活においても、家庭

生活（育児・介護生活を含む）においても、大きな負担を背負っています。そして、学生たち

は、このような社会状況のなかで教育を受けています。  
信州大学は、不合理な性差別の是正と男女共同参画の推進を社会的要請と受け止め、総合大

学としての特性を生かし、積極的に取り組んでいきます。信州大学が男女共同参画を推進する

ことが、男女ともに幸福をもたらすと同時に、多様性を尊重した持続可能な社会の創成に寄与

すると確信するからです。教育の場では、性差別を克服する教育を充実させ、男女共同参画の

精神の涵養を含む人間力を備えた優れた人材を育成し社会に送り出します。研究の場では、女

性研究者が男性研究者とともに優れた研究環境を享受し卓抜した成果を挙げ、人類社会に貢献

していきます。医療の場では、女性医師や女性コメディカルが男性と対等に医療活動を担い、

生命と健康を尊重していきます。働く職場では、男女教職員が、仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）を等しく享受できる環境づくりを行うとともに、女性教職員の大学運営へ

の参画を促進していきます。国際交流や地域社会等との連携の場では、多様な文化と価値観の

存在を尊重し、男女平等の社会づくりに叡智を尽くし貢献していきます。 
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